
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  上場株式を保有・譲渡した場合               

Ｑ：平成28年から個人が上場株式を保有・

譲渡した場合の取扱いが変わるそうですが、

どのようになるのですか？                                 

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

平成28年１月から、個人が上場株式を保

有・譲渡した場合の改正点は、次のようにな

っています。 

 ①上場株式の範囲 

  上場株式、公募株式等証券投資信託の受益

権等に加え、特定公社債、公募公社債投資

信託の受益権等も「上場株式等」となり、

その利子、配当、収益の分配や譲渡などに

よる所得が申告分離課税(20%)の対象とな

ります。 

 ②配当等を受けた場合 

  上場株式等の配当等(大口株主等が支払を

受けるものを除く)は、その支払の際に20%

の税率による源泉徴収がされます。 

 ③損益通算、繰越控除 

  上場株式等の譲渡損失は、その年分の上場

株式等に係る配当所得等の金額と損益通算

することができます。また、損益通算して

もなお控除しきれない譲渡損失の金額につ

いては、翌年以後３年間にわたり、確定申

告により上場株式等に係る譲渡所得等の金

額及び上場株式等に係る配当所得等の金額

から繰越控除することができます。 
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